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明
和
町
の
新
春
行
事
「
初
日
の

出
を
迎
え
る
会
」
が
大
淀
海
岸
で

行
わ
れ
、
初
日
を
見
よ
う
と
大
勢

が
訪
れ
ま
し
た
。
こ
の
催
し
は
例

年
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
や
町

の
さ
ら
な
る
発
展
を
祈
念
し
、
新

年
の
幕
開
け
を
大
勢
で
祝
お
う
と

明
和
町
観
光
協
会
が
開
催
し
て
い

ま
す
。
会
場
で
は
、
ど
ん
ど
火
が

焚
か
れ
、
明
和
太
鼓
の
演
奏
や

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
出
店
が
訪
れ
た

人
を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
。

陽
の
光
が
辺
り
を
照
ら
し
始
め

る
と
会
場
か
ら
声
が
上
が
り
、
訪

れ
た
人
た
ち
は
初
日
を
記
念
撮
影

す
る
な
ど
、
家
族
や
友
人
と
美
し

い
初
日
に
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。

新
春
の
空
に
初
日
昇
る

令
和
７
年
度
三
重
県
更
生
保

護
事
業
関
係
者
顕
彰
式
典
に
お

い
て
、
明
和
町
で
長
年
更
生
保

護
活
動
に
尽
力
し
て
き
た
保
護

司
な
ど
4
人
が
表
彰
さ
れ
ま
し

た
。
保
護
司
は
、
法
務
省
か
ら

委
嘱
を
受
け
、
地
域
社
会
の
一

員
と
し
て
、
犯
罪
や
非
行
に
関

わ
っ
た
人
々
の
社
会
復
帰
を
支

援
し
、
関
係
機
関
と
連
携
し
な

が
ら
安
全
で
安
心
な
地
域
づ
く

り
に
貢
献
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

受
賞
者
の
う
ち
３
人
が
、
令

和
7
年
12
月
18
日
に
役
場
を
訪

れ
、
受
賞
報
告
を
行
い
ま
し

た
。
明
和
町
保
護
司
会
を
は
じ

め
、
地
域
で
活
動
す
る
保
護
司

の
皆
さ
ん
は
、
保
護
観
察
や
就

労
支
援
、
住
居
支
援
に
加
え
、

地
域
住
民
と
の
交
流
や
再
発
防

止
の
た
め
の
啓
発
活
動
を
積
極

的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
家
族
や
児
童
と
の
交
流
を

目
的
と
し
た
「
社
明
カ
ッ
プ

組
立
飛
行
機
選
手
権
大
会
」
の

開
催
や
、
薬
物
乱
用
防
止
教
室

な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
地
域
貢

献
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
表
彰
は
、
こ
う
し
た

地
道
な
活
動
が
広
く
認
め
ら
れ

た
結
果
で
す
。
町
と
し
て
も
大

変
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
今
後

も
町
民
の
皆
さ
ん
に
、
更
生
保

護
制
度
や
保
護
司
の
活
動
へ
の

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
き
、
誰

も
が
支
え
合
い
、
立
ち
直
れ
る

ま
ち
づ
く
り
を
共
に
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

■
保
護
司

中
部
地
方
更
生
保
護
委
員
会

委
員
長
表
彰坂

本

梅
子
さ
ん

三
重
県
保
護
司
会
連
合
会
会

長
表
彰

　
　
江　
　
昌
寛
さ
ん

■
更
生
保
護
女
性
会
員

中
部
地
方
更
生
保
護
女
性
連

盟
会
長
表
彰岩

瀬

幸
恵
さ
ん

津
保
護
観
察
所
長
感
謝
状

石
川

晴
美
さ
ん

更
生
保
護
活
動
に
尽
力
し
た
４
人
が
表
彰

令
和
7
年
度
の
「
明
和
町
二
十
歳
の

集
い
」
が
1
月
11
日
、
中
央
公
民
館
で

開
か
れ
ま
し
た
。
今
年
度
は
令
和
7
年

4
月
2
日
か
ら
令
和
8
年
4
月
1
日
に

20
歳
に
な
る
１
６
５
人
が
出
席
し
ま
し

た
。式

典
で
は
、
二
十
歳
の
集
い
代
表
の

大
野
鳳ふ

う

雅が

さ
ん
が
「
明
和
町
で
生
ま
れ

育
ち
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
サ
ッ
カ
ー
に
親

し
み
（
中
略
）
努
力
を
重
ね
る
こ
と
の

大
切
さ
や
仲
間
と
協
調
す
る
こ
と
の
大

切
さ
を
学
び
ま
し
た
。
現
在
は
大
学
で

救
急
救
命
士
を
目
指
し
て
勉
学
に
励
ん

で
い
ま
す
。
明
和
町
で
育
っ
た
誇
り
と

感
謝
の
気
持
ち
は
こ
れ
か
ら
も
変
わ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
出
会
っ
た
仲
間
や

先
生
方
、
地
域
の
皆
さ
ん
、
そ
し
て
家

族
の
支
え
に
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま

す
」
と
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。

式
典
の
後
に
は
記
念
撮
影
が
行
わ

れ
、
出
席
者
は
久
し
ぶ
り
に
会
う
同
級

生
と
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
て
い
ま
し

た
。
20
歳
を
迎
え
た
皆
さ
ん
、
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

「
令
和
7
年
度
明
和
町
二
十
歳
の
集
い
」
開
催

左から 岩瀬幸恵さん、江  昌寛さん、坂本梅子さん

広報めいわ 令和８年（2026年） ２月号まちの話題
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広報めいわ 令和８年（2026年） ２月号まちの話題
民
生
委
員
・
児
童
委
員
功
労
者
表
彰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
口   

義
秋
さ
ん

長
年
に
わ
た
り
地
域
福
祉
の
向
上

に
尽
力
さ
れ
た
功
績
が
認
め
ら
れ
、

令
和
7
年
度
全
国
民
生
委
員
児
童

委
員
連
合
会
会
長
表
彰
（
民
生
委

員
・
児
童
委
員
功
労
部
門
）
を
受
賞

し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
令
和
８
年
2

月
18
日
に
開
催
さ
れ
る
「
医
療
保
健

及
び
子
ど
も
・
福
祉
関
係
功
労
者

感
謝
の
つ
ど
い
」
に
お
い
て
、
三
重

県
福
祉
関
係
功
労
表
彰
（
民
生
委

員
・
児
童
委
員
功
労
部
門
）
を
受

賞
す
る
予
定
で
す
。

西
口
さ
ん
は
、
平
成
16
年
か
ら

民
生
委
員
を
担
当
し
、
住
民
の
困

り
ご
と
に
対
し
適
切
な
助
言
や
支

援
を
行
い
、
平
成
19
年
か
ら
地
区

代
表
、
平
成
25
年
か
ら
副
会
長
と

し
て
協
議
会
運
営
を
支
え
、
広
報

委
員
と
し
て
広
報
誌
の
発
行
に
も

携
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
26

年
か
ら
令
和
5
年
ま
で
明
和
町
社

会
福
祉
協
議
会
会
長
、
共
同
募
金

委
員
会
会
長
を
務
め
、
地
域
福
祉

の
推
進
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し

た
。
受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

住
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
な
ど
で
日
本
郵
便
と
包
括
連
携
協
定

町
と
日
本
郵
便
株
式
会
社
は
12
月
23

日
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
的
・
物
的
資
源
の

有
効
活
用
に
よ
る
地
域
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
を
目
的
に
包
括
連
携
協
定
を
結

び
ま
し
た
。

当
日
は
下
村
町
長
と
藤
波
正
紀
・
明

和
郵
便
局
長
、
西
川
雅
也
・
松
阪
郵
便

局
長
が
協
定
書
を
交
わ
し
ま
し
た
。

両
者
は
こ
れ
ま
で
も
地
域
見
守
り
活

動
や
道
路
損
傷
・
不
法
投
棄
の
情
報
提

供
、
防
災
協
定
で
個
別
に
協
力
し
て
き

ま
し
た
が
、
今
回
の
包
括
協
定
に
よ
り

分
野
を
超
え
て
情
報
共
有
や
連
絡
体
制

を
構
築
。
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
や
地

域
経
済
活
性
化
、
子
ど
も
の
育
成
、
ダ

イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
な
ど
幅
広
い
分
野

で
今
後
、
具
体
的
な
案
件
に
つ
い
て
相

互
に
提
案
す
る
な
ど
協
力
関
係
を
強
化

し
て
い
き
ま
す
。

町
長
は
「
郵
便
局
員
の
皆
さ
ん

が
日
々
の
業
務
で
気
づ
く
小
さ
な

変
化
は
支
援
が
必
要
な
人
を
早
期

に
見
守
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
災

害
時
に
は
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
活
用
し
た
情
報
発
信
や
支
援
体

制
が
町
の
心
強
い
支
え
に
な
り
ま

す
」
と
期
待
を
寄
せ
ま
し
た
。

団
体
功
労
者
総
務
大
臣
表
彰　
　
奥
山  

光
宏
さ
ん

平
成
8
年
か
ら
23
年
間
に
わ
た
り

自
治
会
長
を
務
め
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
発
展
と
行
政
と
の
連
携
強
化

に
尽
力
さ
れ
た
功
績
が
認
め
ら
れ
、

令
和
７
年
度
自
治
会
等
地
縁
に
よ
る

団
体
功
労
者
総
務
大
臣
表
彰
を
受
賞

し
ま
し
た
。

奥
山
さ
ん
は
、
平
成
16
年
度
に
東

野
自
治
会
の
認
可
申
請
を
行
い
法

人
格
の
取
得
を
実
施
し
、
リ
サ
イ

ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
ゴ
ミ
集
積

所
の
整
備
、
自
治
会
の
土
地
登
記

の
実
施
、
東
野
公
民
館
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
、
防
災
器
具
・
屋
外
放

送
設
備
の
整
備
、
東
野
自
治
会
公

園
の
改
修
工
事
等
に
携
わ
り
ま
し

た
。ま

た
、
地
域
の
大
人
と
子
ど
も

が
交
流
す
る
機
会
の
創
出
や
、
地

域
住
民
の
居
場
所
づ
く
り
を
行
う

な
ど
、
地
域
活
動
全
般
の
推
進
に

大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。
受
賞
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

多
気
郡
農
協
か
ら
災
害
に
備
え
蓄
電
池
な
ど
寄
贈

町
は
1
月
6
日
、
多
気
郡
農
業
協
同

組
合
か
ら
地
域
貢
献
活
動
の
一
環
と
し

て
災
害
な
ど
緊
急
時
に
活
用
で
き
る
非

常
用
蓄
電
池
と
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
３

セ
ッ
ト
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。多

気
郡
農
業
協
同
組
合
は
地
域
の
農

業
活
動
支
援
の
ほ
か
ス
ポ
ー
ツ
振
興
や

地
域
貢
献
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

今
回
の
寄
贈
品
は
Ｊ
Ａ
共
済
の
助
成

金
を
活
用
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
こ

れ
ま
で
に
も
保
存
食
や
簡
易
ト
イ
レ
な

ど
を
町
に
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。

町
で
は
災
害
に
よ
る
停
電
発
生

時
に
照
明
や
通
信
確
保
な
ど
の
電

源
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定

で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

（有料広告）

左から 西川雅也さん、藤波正紀さん



【行政相談】窓口（予約不要）
　行政相談員による行政相談会を、下記のとおり開設
します。ご希望の方は、明和町保健福祉センターにお
越しください。
■日時・場所　２月３日（火）・３月３日（火）
　　　　　　　午前 ９ 時30分〜 11時30分
　　　　　　　 明和町保健福祉センター　1階・和室
※ただし、上記の受付時間は、相談日当日の午前11

時までです。
総務課　総務係　☎52－7111

２月と３月の相談窓口のご案内

　町民の方を対象に、無料の弁護士相談を開催します。
秘密は守りますので、お気軽にご相談ください。（主に
一般的な対処法や法的手段などの相談対応となります。
相談内容等によってはお受けできない場合や、相談中に
お受けできないと判断させていただく場合があります。）
日　　時　２月27日（金）　
場　　所　保健福祉センター  １階　相談室
相談時間 ①午後１時〜　　②午後１時30分〜
　　　　　③午後２時〜　　④午後２時30分〜
　　　　　⑤午後３時〜　(相談時間は概ね30分)
　※予告なく日時が変更となる場合がございます。
申込受付期間　２月５日（木）〜６日（金）
　　　　　　　（土・日曜、祝日を除く）
　　　　　　　午前９時〜正午、午後１時〜４時30分
申込方法 直接窓口へお越しいただくか、電話で申し込み
そ  の  他　先着順で受け付けます。定員以上の申し込み

があった場合は抽選で決定し、当選した方に
のみ連絡します。（連絡が取れない等の場合、
相談をお受けできないことがあります。）

総務課　総務係　☎52－7111

弁護士相談

急
激
な
物
価
高
騰
に
よ
り
家
計
負
担
が

増
加
し
て
い
る
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る

た
め
、
対
象
児
童
１
人
あ
た
り
２
万
円
の

臨
時
給
付
を
開
始
し
ま
す
。

「
対
象
者
①
」
の
公
務
員
お
よ
び
「
対

象
者
②
③
」
に
該
当
す
る
方
は
、
申
請
が

必
要
で
す
。

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご

確
認
の
う
え
、
期
限
ま

で
に
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
以
外
の
「
対
象
者
①
」
に
該
当

す
る
方
は
１
月
中
に
案
内
通
知
を
発
送

予
定
で
す
の
で
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

■
対
象
者

①
令
和
７
年
９
月
分
の
児
童
手
当
を
受
給

し
て
い
る
方

※
９
月
か
ら
12
月
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん
の

児
童
手
当
受
給
者
も
含
む
。

②
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
３
月
31
日
ま

で
に
出
生
し
た
お
子
さ
ん
の
児
童
手
当

受
給
者
と
な
っ
た
方

③
対
象
者
①
以
外
で
、
令
和
８
年
３
月
31

日
ま
で
に
新
た
に
児
童
手
当
の
受
給
者

と
な
っ
た
方

※
一
定
の
条
件
あ
り

■
申
請
期
限

令
和
８
年
３
月
31
日
（
火
）

※
対
象
者
②
の
申
請
期
限
等
、
詳
し
く

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

こ
ど
も
課
（
☎
52

－

７
１
２
３
）

明
和
町
物
価
高
対
応
子
育
て

応
援
手
当
の
手
続
き
に
つ
い
て

　お子さんを参加させてみたい、参加してみたい活動を
見つける機会です。
　また、町内で行われている活動が知りたい、自身の活
動の参考にしたいという方もぜひご参加ください。
【予定報告団体】

⃝NPO法人みんなの食堂こむすび舎めいわ町　
⃝えがおの輪Project　　⃝子育てサロン鈴の種寧
⃝居場所の会　　⃝はらいがわ自然体験グループ
⃝うみともカフェ 

■内　容：子どもの居場所（子ども食堂等）を運営中の
団体が活動発表を行います。

■日　時：２月22日(日)　午前10時〜 11時30分
■場　所：明和町中央公民館（１階・研修室）
　　　　　（明和町馬之上944-6）
■定　員：30人(定員になり次第締め切ります)
■申込み：２月18日(水)までにこども課
　　　　　までお申し込みください。
■問い合わせ：こども課　☎52－7123
※申込受付・問合せ時間は、午前９時〜
　午後４時30分です。(土・日曜、祝日を除く)

子どもの居場所づくり活動報告会
を開催します！（参加無料）

（有料広告）

（有料広告）（有料広告）
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　戸籍法の改正により、戸籍の氏名にフリガナが記載さ
れることになりました。
　本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名
のフリガナが通知されています。内容をご確認いただき
ましたか？
　フリガナが正しい場合は届出不要ですが、フリガナが
誤っている場合は、令和８年５月25日までに届出をし
てください。

【詐欺にご注意ください！】
　フリガナの届出に手数料はかかりません。
　届出をしなくても罰則はありません。

　　詳しくはこちらから ➡　

住民ほけん課　戸籍住民係　52－7114

戸籍にフリガナが記載されます

ワクチン名 接種回数 対象者

MR（麻しん・風しん）　第２期 １回
５歳以上７歳未満の者で
次年度に小学校へ入学する年長児
※令和８年３月31日までに受けてください

DT二種混合（ジフテリア・破傷風）
第２期 １回 11歳以上 13歳未満

※13歳になる誕生日の前日までに受けてください

日本脳炎　第２期 １回 日本脳炎・・９歳以上13歳未満
※13歳になる誕生日の前日までに受けてください

ＭＲ・ＤＴ・日本脳炎予防接種はお早めに
対象者の保護者の方へ
　MR（麻しん・風しん）第 2 期予防接種の接種終了時期が近づいています。
　DT 二種混合（ジフテリア・破傷風）第 2 期、日本脳炎第２期予防接種もお早めに接種をお願いします。

※母子健康手帳で接種状況を確認してください
※接種場所：予防接種を実施している医療機関（三重県内）
※接種を希望する方は予診票が必要となりますので、予診票をお持ちでない方は母子健康手帳を持参の上、
　こども課窓口までお越しください。

　詳しくは、こども課　母子支援係（☎ 52 － 7123）へお問い合わせください。

明和北小学校・明和北放課後児童クラブ・ささふえこども園
　　　一般見学会（第２回）を開催します

　令和８年４月に開校・開園予定の明和北
小学校・明和北放課後児童クラブ・ささふ
えこども園の一般見学会（第２回）を開催
します。
　この機会にぜひお越しください。
　※事前申込等は不要です。

日時　令和８年３月８日（日）
　　　午後１時～４時
※町内外問わずどなたでも
　お越しいただけます。
※上履き、靴袋をご持参願います。

明和町役場

明和町社協
（明和の里）

明和中

中央公民館
図書館

駐車場

駐車場

明和町役場

明和町社協

明和中

中央公民館
図書館

駐車場

駐車場

会場

会場
　令和７年度に新たに明和町指定文化財となった髙塚古墳
群１号墳（上村）について、
　町職員および三重県の専門職員から詳しい解説を行いま
す。

日　時　２月15日（日）
　　　　午後１時30分〜３時（受付：午後１時〜）
場　所　中央公民館　中会議室
主　催　明和町郷土文化を守る会
参加費　無料（＊会員以外でも参加可能です）

⃝明和町斎宮跡・文化観光課　味噌井拓志
　「髙塚古墳群１号墳の町指定文化財への取組み」（30分）

⃝三重県埋蔵文化財センター　高松雅文　氏
　「県内の古墳から見た髙塚古墳群１号墳の魅力」（60分）

文化財講演会「新指定文化財紹介
　髙塚古墳群１号墳について」

広報めいわ 令和８年（2026年） ２月号お 知 ら せ
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所
得
税
確
定
申
告
の

  

相
談
・
内
容
等

所得税
確定申告

町・県民税
申告相談

令
和
７
年  

所
得
税
と
町
・
県
民
税
︵
住
民
税
︶
の
申
告

松
阪
税
務
署︵
☎
０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
︶
明
和
町
税
務
課︵
☎
52

－

７
１
１
３
︶

ラ
イ
ン
事
前
発
行
で
取
得
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

松
阪
税
務
署
で
は
全
項
目
の
申

告
・
相
談
が
可
能
で
す
。
譲
渡
所
得

（
株
式
等
の
資
産
譲
渡
も
含
む
）、
営

業
所
得
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

に
関
す
る
申
告
も
取
り
扱
い
ま
す
。

た
だ
し
、
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）

申
告
の
相
談
は
、
役
場
研
修
室
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

②
役
場
研
修
室

■
期
間

２
月
16
日
（
月
）
~
３
月

16
日
（
月
）

※
土
・
日
曜
、
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
~
11

時
・
午
後
０
時
30
分
~
４
時
。
受

付
順
に
番
号
札
を
お
渡
し
し
ま

す
。
午
前
中
の
受
付
は
50
番
で
終

了
し
ま
す
。

（
相
談
時
間
=
午
前
９
時
~
11
時・

午
後
１
時
~
４
時
）

役
場
研
修
室
会
場
で
は
、
住
民
税

申
告
と
簡
易
な
確
定
申
告
の
相
談
・

受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
・
山
林
所
得
・
贈
与
に

関
す
る
相
談
は
、
松
阪
税
務
署
で
行

い
ま
す
。

な
お
、
青
色
申
告
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
の
申
告
に
つ
い
て
は
、

２
月
20
日
（
金
）
に
限
り
税
理
士
に

よ
る
無
料
相
談
が
可
能
で
す
。（
次

頁
参
照
）

松
阪
税
務
署
と
明
和
町
で
は
、
所

得
税
と
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の

申
告
相
談
・
申
告
受
け
付
け
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。
ま
た
、
申
告
書

は
郵
送
で
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

◎
会
場
・
内
容
等

①
松
阪
税
務
署︵
松
阪
合
同
庁
舎
︶

■
期
間

２
月
16
日
（
月
）
~
３
月

16
日
（
月
）

※
土
・
日
曜
、
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
９
時
~
午
後
４

時
（
入
場
整
理
券
方
式
・
昼
休
み

対
応
あ
り
）

※
入
場
整
理
券
の
配
布
状
況
に
応

じ
て
後
日
の
来
場
を
お
願
い
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

※
入
場
整
理
券
は
当
日
配
布
ま
た

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

ア
プ
リ
を

使
っ
た
オ
ン

申
告
に
持
参
す
る
も
の

お
願
い
し
ま
す
。）

■
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」に
ま
と

め
て
記
載
し
た
も
の
（
な
お
、
セ
ル

フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
セ
ル

フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細

書
と
必
要
書
類
。
た
だ
し
、
通
常
の

医
療
費
控
除
と
の
併

用
適
用
は
で
き
ま
せ

ん
。）

■
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
人

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
控
除
証
明

書
」
ま
た
は
領
収
書
。
そ
の
他
の
社

会
保
険
料
は
、
支
払
金
額
が
確
認
で

き
る
も
の

■
生
命
保
険
料
控
除
︑
地
震
保
険
料

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
地
震

保
険
料
控
除
証
明
書
等

■
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
人

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
分
か
る
も

の■
寄
付
金
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
金
の
領

収
書
ま
た
は
証
明
書

■
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
人

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

チ
ェ
ッ
ク
表
」
を
参
照

■
所
得
税
の
還
付
申
告
を
し
よ
う
と

す
る
人

本
人
の
還
付
金
の
振
込
先
の
口
座

番
号
の
分
か
る
も
の

※
所
得
税
確
定
申
告
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
松
阪
税
務
署
（
☎

０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
、
自

動
音
声
に
よ
り
ご
案
内
し
ま
す
の

で
、
ご
用
件
に
応
じ
て
番
号
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

「
０
（
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
）」

町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

は
令
和
８
年
度
の
町
・
県
民
税
額
を

正
し
く
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
も
の

で
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
な

ど
の
資
料
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
期

限
ま
で
に
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
次
の
人
は
町
・
県
民

税
（
住
民
税
）
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

〇
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

〇
同
一
世
帯
の
ご
家
族
の
申
告
や
年

末
調
整
で
、
そ
の
ご
家
族
の
控
除

対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
と
さ
れ

た
人
で
、
所
得
の
な
か
っ
た
人

〇
次
の
⑴
ま
た
は
⑵
に
該
当
す
る
人

で
、
申
告
に
よ
り
控
除
を
追
加
し

な
い
人

~
申
告
相
談
会
場
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申
告
は
で
き
ま
す
~

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
作
成
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ス
マ
ホ
や
、

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
らe-Tax

（
電
子
申
告
）
に
よ
り
提
出
が
で
き
ま
す
。

確定申告書等
作成コーナー

国税庁 LINE
公式アカウント

松
阪
税
務
署
と
明
和
町
で
は
、
所

得
税
と
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の

申
告
相
談
・
申
告
受
け
付
け
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。
ま
た
、
申
告
書

は
郵
送
で
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
で
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

松
阪
税
務
署
で
は
全
項
目
の
申

告
・
相
談
が
可
能
で
す
。
譲
渡
所
得

（
株
式
等
の
資
産
譲
渡
も
含
む
）、
営

業
所
得
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

に
関
す
る
申
告
も
取
り
扱
い
ま
す
。

た
だ
し
、
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）

申
告
の
相
談
は
、
役
場
研
修
室
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

②
役
場
研
修
室

■
期
間

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月

17
日
（
月
）

※
土
・
日
曜
、
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
～
11

時
・
午
後
０
時
30
分
～
４
時
。
受

付
順
に
番
号
札
を
お
渡
し
し
ま

す
。
午
前
中
の
受
付
は
50
番
で
終

了
し
ま
す
。

（
相
談
時
間=

午
前
９
時
～
11

時
。
午
後
１
時
～
４
時
）

役
場
研
修
室
会
場
で
は
、
住
民
税

申
告
と
簡
易
な
確
定
申
告
の
相
談
・

受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
・
山
林
所
得
・
贈
与
に

関
す
る
相
談
は
、
松
阪
税
務
署
で

行
い
ま
す
。

な
お
、
青
色
申
告
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
の
申
告
に
つ
い
て
は
、

２
月
21
日
（
金
）
に
限
り
税
理
士
に

よ
る
無
料
相
談
が
可
能
で
す
。（
次

頁
参
照
）

申
告
に
持
参
す
る
も
の

税
務
署
か
ら
届
い
た
確
定
申
告
の

お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
や
申
告
書
の
ほ
か

に
、
次
の
も
の
が
必
要
で
す
。

■
申
告
者
全
員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
発
行
時
に
設
定
し

た
２
種
類
の
パ
ス
ワ
ー
ド
も
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
有
効
期
限
等
を
事
前

に
確
認
の
上
、
ご
準
備
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
給
与
所
得
者
・
年
金
所
得
者

源
泉
徴
収
票

■
事
業
を
し
て
い
る
人

収
支
内
訳
書
、
収
入
金
額
お
よ
び
必

要
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
事
前
に
収

入
金
額
や
必
要
経
費
等
の
集
計
を
お

願
い
し
ま
す
。）

■
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
に
ま

と
め
て
記
載
し
た
も
の
（
な
お
、
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明

細
書
と
必
要
書
類
。

た
だ
し
、
通
常
の

医
療
費
控
除
と
の

併
用
適
用
は
で
き

ま
せ
ん
。）

■
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
人

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
控
除
証
明

書
」
ま
た
は
領
収
書
。
そ
の
他
の
社

会
保
険
料
は
、
支
払
金
額
が
確
認
で

き
る
も
の

■
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険
料

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
地
震

保
険
料
控
除
証
明
書
等

■
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
人

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
分
か
る
も

の■
寄
付
金
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
金
の
領

収
書
ま
た
は
証
明
書

■
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
人

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

チ
ェ
ッ
ク
表
」
を
参
照

■
所
得
税
の
還
付
申
告
を
し
よ
う
と

す
る
人

本
人
の
還
付
金
の
振
込
先
の
口
座

番
号
の
分
か
る
も
の

※
所
得
税
確
定
申
告
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
松
阪
税
務
署
（
☎

０
５
９
８
ー
52
ー
３
０
２
１
、
自

動
音
声
に
よ
り
ご
案
内
し
ま
す
の

で
、
ご
用
件
に
応
じ
て
番
号
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

「
０
（
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
）」

町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

は
令
和
７
年
度
の
町
・
県
民
税
額
を

正
し
く
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
も
の

で
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
な

ど
の
資
料
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
期

限
ま
で
に
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
次
の
人
は
町
・
県
民

税
（
住
民
税
）
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

〇
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

〇
同
一
世
帯
の
ご
家
族
の
申
告
や
年

末
調
整
で
、
そ
の
ご
家
族
の
控
除

対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
と
さ
れ

た
人
で
、
所
得
の
な
か
っ
た
人

〇
次
の
⑴
ま
た
は
⑵
に
該
当
す
る
人

で
、
申
告
に
よ
り
控
除
を
追
加
し

な
い
人

◎
会
場
・
内
容
等

①
松
阪
税
務
署
（
松
阪
合
同
庁
舎
）

■
期
間

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月

17
日
（
月
）

※
土
・
日
曜
、
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
９
時
～
午
後
４

時
（
入
場
整
理
券
方
式
・
昼
休
み

対
応
あ
り
）

※
入
場
整
理
券
の
配
布
状
況
に
応

じ
て
後
日
の
来
場
を
お
願
い
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

※
入
場
整
理
券
は
当
日
配
布
ま
た

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
ア
プ
リ

を
使
っ
た

松
阪
税
務
署
︵
☎
０
５
９
８
ー
52
ー
３
０
２
１
︶
明
和
町
税
務
課
︵
☎
52
ー
７
１
１
３
︶

所得税
確定申告

令
和
６
年
所
得
税
と
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
作
成
で
き
ま
す
。
ま
た
ス
マ
ホ
や
、

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
らe

ーTA
X

︵
電
子
申
告
︶
に
よ
り
提
出
が
で
き
ま
す
。

所
得
税
確
定
申
告
の

相
談
・
内
容
等

町・県民税
申告相談

～
申
告
相
談
会
場
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申
告
は
で
き
ま
す
～

国税庁 LINE
公式アカウント

明細書

町
・
県
民
税
︵
住
民
税
︶
の

申
告
の
相
談
・
受
け
付
け

確定申告書等
作成コーナー
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広報めいわ 令和７年（2025年）２月号お 知 ら せ

明細書

松
阪
税
務
署
と
明
和
町
で
は
、
所

得
税
と
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の

申
告
相
談
・
申
告
受
け
付
け
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。
ま
た
、
申
告
書

は
郵
送
で
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
で
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

松
阪
税
務
署
で
は
全
項
目
の
申

告
・
相
談
が
可
能
で
す
。
譲
渡
所
得

（
株
式
等
の
資
産
譲
渡
も
含
む
）、
営

業
所
得
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

に
関
す
る
申
告
も
取
り
扱
い
ま
す
。

た
だ
し
、
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）

申
告
の
相
談
は
、
役
場
研
修
室
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

②
役
場
研
修
室

■
期
間

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月

17
日
（
月
）

※
土
・
日
曜
、
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
～
11

時
・
午
後
０
時
30
分
～
４
時
。
受

付
順
に
番
号
札
を
お
渡
し
し
ま

す
。
午
前
中
の
受
付
は
50
番
で
終

了
し
ま
す
。

（
相
談
時
間=

午
前
９
時
～
11

時
。
午
後
１
時
～
４
時
）

役
場
研
修
室
会
場
で
は
、
住
民
税

申
告
と
簡
易
な
確
定
申
告
の
相
談
・

受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
・
山
林
所
得
・
贈
与
に

関
す
る
相
談
は
、
松
阪
税
務
署
で

行
い
ま
す
。

な
お
、
青
色
申
告
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
の
申
告
に
つ
い
て
は
、

２
月
21
日
（
金
）
に
限
り
税
理
士
に

よ
る
無
料
相
談
が
可
能
で
す
。（
次

頁
参
照
）

申
告
に
持
参
す
る
も
の

税
務
署
か
ら
届
い
た
確
定
申
告
の

お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
や
申
告
書
の
ほ
か

に
、
次
の
も
の
が
必
要
で
す
。

■
申
告
者
全
員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
発
行
時
に
設
定
し

た
２
種
類
の
パ
ス
ワ
ー
ド
も
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
有
効
期
限
等
を
事
前

に
確
認
の
上
、
ご
準
備
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
給
与
所
得
者
・
年
金
所
得
者

源
泉
徴
収
票

■
事
業
を
し
て
い
る
人

収
支
内
訳
書
、
収
入
金
額
お
よ
び
必

要
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
事
前
に
収

入
金
額
や
必
要
経
費
等
の
集
計
を
お

願
い
し
ま
す
。）

■
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
に
ま

と
め
て
記
載
し
た
も
の
（
な
お
、
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明

細
書
と
必
要
書
類
。

た
だ
し
、
通
常
の

医
療
費
控
除
と
の

併
用
適
用
は
で
き

ま
せ
ん
。）

■
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
人

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
控
除
証
明

書
」
ま
た
は
領
収
書
。
そ
の
他
の
社

会
保
険
料
は
、
支
払
金
額
が
確
認
で

き
る
も
の

■
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険
料

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
地
震

保
険
料
控
除
証
明
書
等

■
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
人

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
分
か
る
も

の■
寄
付
金
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
金
の
領

収
書
ま
た
は
証
明
書

■
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
人

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

チ
ェ
ッ
ク
表
」
を
参
照

■
所
得
税
の
還
付
申
告
を
し
よ
う
と

す
る
人

本
人
の
還
付
金
の
振
込
先
の
口
座

番
号
の
分
か
る
も
の

※
所
得
税
確
定
申
告
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
松
阪
税
務
署
（
☎

０
５
９
８
ー
52
ー
３
０
２
１
、
自

動
音
声
に
よ
り
ご
案
内
し
ま
す
の

で
、
ご
用
件
に
応
じ
て
番
号
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

「
０
（
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
）」

町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

は
令
和
７
年
度
の
町
・
県
民
税
額
を

正
し
く
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
も
の

で
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
な

ど
の
資
料
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
期

限
ま
で
に
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
次
の
人
は
町
・
県
民

税
（
住
民
税
）
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

〇
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

〇
同
一
世
帯
の
ご
家
族
の
申
告
や
年

末
調
整
で
、
そ
の
ご
家
族
の
控
除

対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
と
さ
れ

た
人
で
、
所
得
の
な
か
っ
た
人

〇
次
の
⑴
ま
た
は
⑵
に
該
当
す
る
人

で
、
申
告
に
よ
り
控
除
を
追
加
し

な
い
人

◎
会
場
・
内
容
等

①
松
阪
税
務
署
（
松
阪
合
同
庁
舎
）

■
期
間

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月

17
日
（
月
）

※
土
・
日
曜
、
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
９
時
～
午
後
４

時
（
入
場
整
理
券
方
式
・
昼
休
み

対
応
あ
り
）

※
入
場
整
理
券
の
配
布
状
況
に
応

じ
て
後
日
の
来
場
を
お
願
い
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

※
入
場
整
理
券
は
当
日
配
布
ま
た

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
ア
プ
リ

を
使
っ
た

松
阪
税
務
署
︵
☎
０
５
９
８
ー
52
ー
３
０
２
１
︶
明
和
町
税
務
課
︵
☎
52
ー
７
１
１
３
︶

所得税
確定申告

令
和
６
年
所
得
税
と
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
作
成
で
き
ま
す
。
ま
た
ス
マ
ホ
や
、

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
らe

ーTA
X

︵
電
子
申
告
︶
に
よ
り
提
出
が
で
き
ま
す
。

所
得
税
確
定
申
告
の

相
談
・
内
容
等

町・県民税
申告相談

～
申
告
相
談
会
場
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申
告
は
で
き
ま
す
～

国税庁 LINE
公式アカウント

明細書

町
・
県
民
税
︵
住
民
税
︶
の

申
告
の
相
談
・
受
け
付
け

確定申告書等
作成コーナー
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広報めいわ 令和７年（2025年）２月号お 知 ら せ
松
阪
税
務
署
と
明
和
町
で
は
、
所

得
税
と
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の

申
告
相
談
・
申
告
受
け
付
け
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。
ま
た
、
申
告
書

は
郵
送
で
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
で
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

松
阪
税
務
署
で
は
全
項
目
の
申

告
・
相
談
が
可
能
で
す
。
譲
渡
所
得

（
株
式
等
の
資
産
譲
渡
も
含
む
）、
営

業
所
得
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

に
関
す
る
申
告
も
取
り
扱
い
ま
す
。

た
だ
し
、
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）

申
告
の
相
談
は
、
役
場
研
修
室
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

②
役
場
研
修
室

■
期
間

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月

17
日
（
月
）

※
土
・
日
曜
、
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
～
11

時
・
午
後
０
時
30
分
～
４
時
。
受

付
順
に
番
号
札
を
お
渡
し
し
ま

す
。
午
前
中
の
受
付
は
50
番
で
終

了
し
ま
す
。

（
相
談
時
間=

午
前
９
時
～
11

時
。
午
後
１
時
～
４
時
）

役
場
研
修
室
会
場
で
は
、
住
民
税

申
告
と
簡
易
な
確
定
申
告
の
相
談
・

受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
・
山
林
所
得
・
贈
与
に

関
す
る
相
談
は
、
松
阪
税
務
署
で

行
い
ま
す
。

な
お
、
青
色
申
告
・
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
の
申
告
に
つ
い
て
は
、

２
月
21
日
（
金
）
に
限
り
税
理
士
に

よ
る
無
料
相
談
が
可
能
で
す
。（
次

頁
参
照
）

申
告
に
持
参
す
る
も
の

税
務
署
か
ら
届
い
た
確
定
申
告
の

お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
や
申
告
書
の
ほ
か

に
、
次
の
も
の
が
必
要
で
す
。

■
申
告
者
全
員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
発
行
時
に
設
定
し

た
２
種
類
の
パ
ス
ワ
ー
ド
も
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
有
効
期
限
等
を
事
前

に
確
認
の
上
、
ご
準
備
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
給
与
所
得
者
・
年
金
所
得
者

源
泉
徴
収
票

■
事
業
を
し
て
い
る
人

収
支
内
訳
書
、
収
入
金
額
お
よ
び
必

要
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
事
前
に
収

入
金
額
や
必
要
経
費
等
の
集
計
を
お

願
い
し
ま
す
。）

■
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
に
ま

と
め
て
記
載
し
た
も
の
（
な
お
、
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明

細
書
と
必
要
書
類
。

た
だ
し
、
通
常
の

医
療
費
控
除
と
の

併
用
適
用
は
で
き

ま
せ
ん
。）

■
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
人

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
控
除
証
明

書
」
ま
た
は
領
収
書
。
そ
の
他
の
社

会
保
険
料
は
、
支
払
金
額
が
確
認
で

き
る
も
の

■
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険
料

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
地
震

保
険
料
控
除
証
明
書
等

■
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
人

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
分
か
る
も

の■
寄
付
金
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
金
の
領

収
書
ま
た
は
証
明
書

■
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
人

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

チ
ェ
ッ
ク
表
」
を
参
照

■
所
得
税
の
還
付
申
告
を
し
よ
う
と

す
る
人

本
人
の
還
付
金
の
振
込
先
の
口
座

番
号
の
分
か
る
も
の

※
所
得
税
確
定
申
告
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
松
阪
税
務
署
（
☎

０
５
９
８
ー
52
ー
３
０
２
１
、
自

動
音
声
に
よ
り
ご
案
内
し
ま
す
の

で
、
ご
用
件
に
応
じ
て
番
号
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

「
０
（
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
）」

町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

は
令
和
７
年
度
の
町
・
県
民
税
額
を

正
し
く
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
も
の

で
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
な

ど
の
資
料
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
期

限
ま
で
に
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
次
の
人
は
町
・
県
民

税
（
住
民
税
）
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

〇
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

〇
同
一
世
帯
の
ご
家
族
の
申
告
や
年

末
調
整
で
、
そ
の
ご
家
族
の
控
除

対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
と
さ
れ

た
人
で
、
所
得
の
な
か
っ
た
人

〇
次
の
⑴
ま
た
は
⑵
に
該
当
す
る
人

で
、
申
告
に
よ
り
控
除
を
追
加
し

な
い
人

◎
会
場
・
内
容
等

①
松
阪
税
務
署
（
松
阪
合
同
庁
舎
）

■
期
間

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月

17
日
（
月
）

※
土
・
日
曜
、
祝
日
は
除
く
。

■
受
付
時
間

午
前
９
時
～
午
後
４

時
（
入
場
整
理
券
方
式
・
昼
休
み

対
応
あ
り
）

※
入
場
整
理
券
の
配
布
状
況
に
応

じ
て
後
日
の
来
場
を
お
願
い
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

※
入
場
整
理
券
は
当
日
配
布
ま
た

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
ア
プ
リ

を
使
っ
た

松
阪
税
務
署
︵
☎
０
５
９
８
ー
52
ー
３
０
２
１
︶
明
和
町
税
務
課
︵
☎
52
ー
７
１
１
３
︶

所得税
確定申告

令
和
６
年
所
得
税
と
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
作
成
で
き
ま
す
。
ま
た
ス
マ
ホ
や
、

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
らe

ーTA
X

︵
電
子
申
告
︶
に
よ
り
提
出
が
で
き
ま
す
。

所
得
税
確
定
申
告
の

相
談
・
内
容
等

町・県民税
申告相談

～
申
告
相
談
会
場
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申
告
は
で
き
ま
す
～

国税庁 LINE
公式アカウント

明細書

町
・
県
民
税
︵
住
民
税
︶
の

申
告
の
相
談
・
受
け
付
け

確定申告書等
作成コーナー

4

広報めいわ 令和７年（2025年）２月号お 知 ら せ

町
・
県
民
税︵
住
民
税
︶の

申
告
の
相
談
・
受
け
付
け

税
務
署
か
ら
届
い
た
確
定
申
告
の

お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
や
申
告
書
の
ほ
か

に
、
次
の
も
の
が
必
要
で
す
。

■
申
告
者
全
員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
発
行
時
に
設
定
し

た
２
種
類
の
パ
ス
ワ
ー
ド
も
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
有
効
期
限
等
を
事
前

に
確
認
の
上
、
ご
準
備
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
給
与
所
得
者
・
年
金
所
得
者

源
泉
徴
収
票

■
事
業
を
し
て
い
る
人

収
支
内
訳
書
、
収
入
金
額
お
よ
び

必
要
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
事
前
に

収
入
金
額
や
必
要
経
費
等
の
集
計
を

広報めいわ 令和８年（2026年） ２月号お 知 ら せ
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税
理
士
に
よ
る

無
料
税
務
相
談
所
を
開
設

■
対
象
者

①
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
ま
た
は

年
金
以
外
の
雑
所
得
を
有
す
る
者

の
う
ち
、
令
和
６
年
分
の
所
得
金

額
（
専
従
者
控
除
前
ま
た
は
青
色

特
別
控
除
前
）
が
３
０
０
万
円
以

下
の
人
（
譲
渡
所
得
の
あ
る
者
を

除
く
。）

②
①
の
う
ち
令
和
５
年
分
の
課
税
売

上
高
が
、
３
︐０
０
０
万
円
以
下

の
消
費
税
課
税
事
業
者

■
申
告
所
得
税

３
月
16
日
（
月
）

■
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

（
個
人
事
業
者
）
３
月
31
日
（
火
）

■
贈
与
税

３
月
16
日（
月
）

※
納
税
は
、
安
心
で
便
利
な
振
替
納

税
を
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
の
提
出
後
に
、
税
務
署
か

ら
納
付
書
の
送
付
や
納
税
通
知
な

ど
に
よ
る
お
知
ら
せ
は
し
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
な
お
、

納
付
書
を
お
持
ち
で
な
い
人
、
振

替
納
税
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
人

は
、
松
阪
税
務
署（
☎
０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１
、
自
動
音
声
案

内
後
「
２
」を
選
択
）
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

所
得
税
な
ど
の
納
付
期
限

⑴
前
年
中
の
所
得
が
給
与
の
み
で
、

１
年
を
通
じ
て
１
か
所
か
ら
給
与

を
受
け
て
お
り
、
勤
務
先
か
ら
年

末
調
整
さ
れ
た
給
与
支
払
報
告
書

が
町
へ
提
出
さ
れ
た
人

⑵
前
年
中
の
所
得
が
公
的
年
金
等
の

み
で
、
支
払
者
か
ら
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
が
町
へ
提
出
さ
れ
た

人
※
た
だ
し
、
次
の
①
~
③
の
人
は
、

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

①
給
与
の
年
間
収
入
金
額
が

２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人

②
１
か
所
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受

け
て
い
て
、
給
与
所
得
や
退
職
所

得
以
外
の
所
得
金
額
（
例
え
ば
、

農
業
や
不
動
産
の
貸
付
に
よ
る
所

得
や
公
的
年
金
の
所
得
な
ど
）
の

合
算
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

③
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
支
払
い
を

受
け
て
い
て
、
年
末
調
整
さ
れ
な

か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額
と
給
与

所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金

額
と
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え

る
人

※
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命
保
険
料

控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け

よ
う
と
し
た
り
、
マ
イ
ホ
ー
ム
を

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
で
取
得
し
た

人
、
地
震
や
火
災
・
風
水
害
な
ど

の
災
害
に
よ
っ
て
住
宅
や
家
財
な

ど
に
損
害
を
受
け
た
人
、
年
の
中

途
で
退
職
し
、
再
就
職
を
し
て
い

な
い
人
に
つ
い
て
は
、
確
定
申
告

を
す
る
と
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

相
談
は
、
役
場
研
修
室
会
場
の
ほ

か
、
次
の
日
程
で
、
各
地
区
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
開
催
し
ま

す
。
昨
年
に
住
民
税
申
告
を
さ
れ
た

人
に
は
、
１
月
末
に
役
場
税
務
課
か

ら
案
内
と
申
告
書
な
ど
を
送
付
し
ま

し
た
の
で
、
指
定
の
日
時
・
会
場
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
告
書

は
郵
送
で
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

相談日 対象地区 場　所
２月 ３日（火） 上御糸 ふれあい会館

２月 ４日（水） 斎宮 いつき会館

２月 ５日（木） 明星
（有爾中周辺） 有爾中区第一公民館

２月 ６日（金） 明星 明星会館

２月 ９日（月） 大淀 大淀会館

２月10日（火） 下御糸 みいと会館

◎
各
地
区
訪
問
日
程

※
い
ず
れ
の
場
所
も
、
受
付
時
間
は

①
午
前
８
時
30
分
~
11
時
、
②
午

後
０
時
30
分
~
４
時
。（
相
談
時

間
=
午
前
９
時
~
11
時
、
午
後
１

時
~
４
時
）

③
給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
受
給
者

（
譲
渡
所
得
の
あ
る
者
を
除
く
。）

■
日
時

２
月
20
日
（
金
）
午
前
９

時
30
分
~
午
後
４
時
（
正
午
~
午

後
１
時
ま
で
を
除
く
）

■
場
所

役
場
研
修
室

■
担
当

東
海
税
理
士
会
松
阪
支
部

所
属
税
理
士

※
詳
し
く
は
、
松
阪
税
務
署
（
☎

０
５
９
８

－

52

－

３
０
２
１

（「
２
」
を
選
択
）、
代
表
電
話
、

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

公
的
年
金
等
を

受
給
さ
れ
て
い
る
人
へ

所
得
が
公
的
年
金
等
だ
け
（
年
金

以
外
の
所
得
が
な
い
）
で
、
公
的
年

金
等
の
収
入
額
が
４
０
０
万
円
以
下

の
場
合
は
、
確
定
申
告
の
義
務
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
「
実
際
に
は
扶

養
し
て
い
る
が
、
源
泉
徴
収
票
に
扶

養
家
族
の
人
数
が
記
載
さ
れ
て
い
な

い
」
場
合
は
、
町
・
県
民
税
（
住
民

税
）
申
告
で
扶
養
控
除
を
申
告
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
町
・
県
民
税
や
介

護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
な
ど
が
減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
申
告
に

つ
い
て
、
詳
し
く
は
明
和
町
税
務

課
（
☎
52
ー
７
１
１
３
）
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農業者年金は
・年間60日以上農業に従事する
・国民年金の第１号被保険者（国民年金の保険料納

付免除者を除く）
・60歳未満の方
　の３つの要件全てを満たす方ならどなたでも加入
できます。

　保険料は、月額２万円（35歳未満かつ別に定められた要
件を満たす方は月額１万円）から６万７千円までの間で、千
円単位で自由に選択することができ、いつでも見直すことが
できます。

　他にも様々なメリットがあります。
　詳しくは基金ホームページをご覧ください。

■問い合わせ　　　　　　
　明和町農業委員会事務局　☎52－7149

農業者年金に加入しませんか

（独立行政法人
農業者年金基金）

広報めいわ 令和８年（2026年） ２月号お 知 ら せ
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確定申告会場 松阪税務署　【所在地】松阪市高町493番地６
（松阪合同庁舎３階会議室）

開 設 期 間 ２月16日（月）〜３月16日（月）
（土・日曜日及び祝日は除きます）

受 付 時 間 午前９時〜午後４時まで
（会場への入場には「入場整理券」が必要です）

※確定申告会場は松阪商工会議所では開設していませんので
ご注意ください。

　令和７年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利
用した「ご自宅等からの e-Tax 申告」をぜひご利用ください。
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、
画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税の申告書
等の作成や e-Tax による送信ができます。
　なお、確定申告会場では、原則として、ご自身でスマホとマ
イナンバーカード（＊）を利用して申告手続をしていただきます
ので、ご来場の際は、スマホとマイナンバーカードをお持ちの
方は、これらに加えて源泉徴収票などの申告書作成に必要な書
類をご用意ください。

（＊）マイナンバーカードの発行時に設定した次の
パスワードも必要になりますので、パスワー
ドを事前に確認の上、ご準備をお願いします。

　　・署名用電子証明書（英数字６〜 16文字）
　　・利用者証明用電子証明書（数字４桁）

（注）マイナンバーカードのパスワードのいずれかをお忘れの場合は、
コンビニのキオスク端末（マルチコピー機）で初期化・再設定
ができますので、事前に初期化・再設定をお願いします。

令和７年分の確定申告をされる方へ

２
月
の
町
税
・
保
険
料
の
納
期
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
年
金
天
引
き
を
除
く
）

■
固
定
資
産
税= 

第
４
期
分

■
国
民
健
康
保
険
税
・
介

護
保
険
料
＝
各
第
11
期
分

■
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
＝

第
８
期
分

納
期
限
は
３
月
２
日（
月
）で
す
。期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
、

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
場
合
お
よ
び
財
産
差
押
え
等
の
滞

納
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
町
税
・
保
険
料
の

納
付
は
納
期
限
内
に
、
ま
た
督
促
状
が
届
い
た
場
合
は
す

ぐ
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
場
合
は
２
月
27
日（
金
）に
振
替

し
ま
す
の
で
、
金
融
機
関
口
座
の
残
高
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

納
税
に
は
、
便
利
で
安
全
な
「
口
座
振
替
」
の
ご
利
用

を
お
す
す
め
し
ま
す
。
金
融
機
関
の
通
帳
・
届
出
印
を
ご

持
参
の
う
え
、
税
務
課
ま
た
は
町
内
金
融
機
関
窓
口
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
税
務
課
（
☎
52

－

７
１
４
３
）
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
町
税・保
険
料
の
納
期
の
お
知
ら
せ
】

　特別な事情により納付することが難しい場合には、分
割納付等の納付相談を随時おこなっています。
　何の連絡もせずに滞納を放置すると、納期限までに納
付された方との公平性を保つため、財産差押え等の滞納
処分を受けることがあります。
　そのようなことにならないよう、納期限内の納付と早
めの納付相談をお願いします。
　納付相談に来庁される際には、事前に税務課までご連
絡のうえご来庁ください。
※代理人による納付相談を希望する場合は、
　家族であっても委任状の提出が必要です。 

税務課　52－7143

■確定申告会場のご案内

　確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要で
す。「入場整理券」は、LINEアプリによるオンライン事
前予約又は確定申告会場での当日配付の二つの方法で配
付しています（入場整理券の配付状況に応じて、後日
の来場をお願いする場合がありますのでご了承くださ
い。）。
　オンライン事前予約は、事前に国税庁
LINE公式アカウントを友だち追加していた
だくと、ご来場の14日前から予約が可能と
なります。

問い合わせ
　松阪税務署　〒515-8550　松阪市高町493番地６　松阪合同庁舎２階
　　　　　　　☎0598－52－3021　※自動音声によりご案内しますので、ご用件に応じて番号を選択してください。

国税庁LINE
公式アカウント

作成コーナー

町税・保険料の納付が困難な方は
早めの納付相談を！

　現在、４路線で運行している町民バスについて、運行効率の向上と経費抑制を図るため、利用の多い停留所を残しなが
ら、「斎宮・御糸ルート」と「大淀・明星ルート」の２路線に再編し、運行ダイヤと併せて改定させていただきます。
　また、昨今の物価高騰等の経済情勢を受け、運賃につきましても、一般料金を100円から200円に改定さ
せていただきます。（未就学児や後期高齢者、障がい者の方は引き続き無料です）
　改定日は令和８年４月１日（水）になります。改定の詳細につきましては町ホームページや町民バス車内
の掲示、役場防災安全課窓口にてご覧いただけます。　　　　　　問い合わせ　防災安全課　☎52－7110

「町民バス」の路線・ダイヤ・運賃を改定します

（有料広告）（有料広告）
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　空気が乾燥し、火災の発生しやすい季節を迎えます。
　町民の皆さんに防火に関する意識や行動力を高めていただくことに
より、火災の発生を防ぎ、万一発生した場合にも被害を最小限にとど
め、火災から尊い命と貴重な財産を守ることを目的としています。

「火災から尊い生命を守ろう」

◇６つの対策
　⃝火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機

器を使用する。
　⃝火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10

年を目安に交換する。
　⃝火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテ

ンは、防炎品を使用する。
　⃝火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認し

ておく。
　⃝お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、

備えておく。
　⃝防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策

を行う。

◇4つの習慣
　⃝寝たばこは、絶対にしない、させない。
　⃝ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
　⃝こんろを使うときは火のそばを離れない。
　⃝コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

いのちを守る　10のポイント

　　　問い合わせ　松阪地区広域消防組合　消防本部予防課
　　　　　　　　　☎0598－25－1412

全国統一防火標語『急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし』
３月１日から３月７日まで 春の全国火災予防運動

　令和７年２月26日岩手県大船渡市にて発生した林野火災では、林野3,370
ヘクタール、90棟の住宅が焼失するという甚大な被害が発生しました。
　このようなことを踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条例が改正さ
れ、令和８年３月１日から、林野火災予防を目的とした「林野火災注意報」
の運用が開始されます。

「林野火災注意報ってなあに ？！」

　以下の（1）又は（2）のいずれかの条件に該当する場合
  　（1）前３日間の合計降水量が１㎜以下　かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下
  　（2）前３日間の合計降水量が１㎜以下　かつ乾燥注意報が発表
　　※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。

発令基準について

発令時には、消防署等での看板掲出、ホームページ・ＳＮＳ掲載等を行います。発令時の広報
たき火、火入れ等については、事前の届出が義務となります。お近くの消防署等へ届出をお願いします。たき火届の義務化

問い合わせ　松阪地区広域消防組合　消防本部予防課　☎0598－25－1412

３月１日から林野火災注意報が新設されます。

普通救命講習会
～あなたにできる応急手当の講習会を開催～

◎日　時　２月21日（土）
　　　　　午前９時〜正午
◎場　所　松阪市飯高老人福祉センター
　　　　　(飯高町宮前)
◎内　容　心肺蘇生法、AED使用法など
◎定　員　先着20人
◎参加費　無料
◎申込期間　２月10日（火）〜 18日（水）
　　　　　　 最終日午後３時まで
※応急手当WEB講習を事前に受講された方は、

講習時間が１時間短縮されます。
※詳しくは、松阪地区広域消防組合
　ホームページをご覧ください。

松阪消防　 で検索。

◎申し込み・問い合わせ
　松阪中消防署　飯高分署
　☎  0598-45-0203
　FAX  0598-45-1480

発令時の制限事項
　火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力
義務が課せられます。
１.   山林、原野等において火入れをしないこと。
２.   煙火を消費しないこと。
３.   屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

４.   屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の
可燃物の付近で喫煙をしないこと。

５.   山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。　
６.   残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報とは・・・
　気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認
められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、
発令区域での火災予防条例に定める「火の使用
制限」について努力義務を課すことになります。

（有料広告）
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歩いて楽しく運動！  初めての方大歓迎♪
おとな元気教室に参加して

健康と粗品を手に入れましょう！

※開催場所、日程の変更があります。詳しくは、
　町ホームページをご覧ください。

問い合わせ
住民ほけん課　健康づくり係　☎52－7116

日時：２月６日（金）、24日（火）
　　　初級コース　午前９時〜 10時
　　　中級コース　午前10時30分〜 11時30分
場所：中央公民館　大集会場
講師：健康運動指導士
持ち物等：運動しやすい服装、運動シューズ、
　　　　　靴袋、水分（お茶など）、タオル
＊健康づくりポイントの交換も行います！２月27日が健

康づくりポイントの交換の最終日です！２回の教室参
加と１か月の健康づくりの取り組みでも交換できます
♪チャレンジシートを記入してご持参ください（チャ
レンジシートは町ホームページから印刷できます）

＊参加の申し込みは不要です。明和町に住所のある方は
どなたでも参加できますので、中央公民館へ当日お越
しください。

明和町健康講演会
　三重ハートセンターにて、医師による最新の治療や、
スタッフによる予防に関する講演会を開催します。
　患者さんやご家族以外の方も、お誘い合わせの上、ぜ
ひご参加ください。
※お申込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
●内容　第102回　糖尿病と心臓病
●講演日程・時間　２月12日（木）午後３時〜５時まで
●場所　三重ハートセンター１階「パールシアター」
　　　　（明和町大淀2227番地１）

主催：三重ハートセンター
後援：明和町（担当：住民ほけん課　☎52－7116）

（※粗品のお渡しは、初めてご参加の方と紹介した方、
健康づくりポイントの交換を当日した方に限りま
す。）

　明和町地域包括支援センターでは、認知症の方や
家族介護者の方の交流、情報交換や気分転換を目的
に「脳の健康 つながりサロン」を次のとおり開催
します。
　今月はクッキーづくりを行います。認知症ご本人
のやってみたい気持ちをサポーターとともに後押し
します。調理が苦手な方は、カフェ形式で座談会を
行いますので、ぜひご参加ください。
日　時　２月17日（火）午後１時30分〜３時
場　所　人権センター　調理室
参加費　材料費200円
申し込み　地域包括支援センター（☎52－7127）
　　　　　へお申し込みください
　※認知症の方がお１人で参加される場合は送迎をしますの

で、ご希望の方はあわせてお申し込みください。

脳の健康つながりサロン

社協だより
明和町社会福祉協議会（明和の里内）
三重県多気郡明和町大字馬之上 917-1
TEL 52－7056　FAX 52－7057
https://meiwashakyo.com

「どうして僕は、
　　ひきこもったのだろう？」
■日　時 ２月21日（土） 
　　　　　午後１時30分～３時30分（開場  午後１時）
■定　員　50人　
■講　師　岡本　圭太さん
　　　　　(社会福祉士・精神保健福祉士)
■対　象　言葉にならない生きにくさを感じてみえる

方、ご家族、支援者、関心のある方など、ど
なたでも。

■会　場　明和の里(明和町社会福祉協議会)
■申し込み　二次元コードまたはお電話、メールよりお

願いいたします。仮名でもかまいません。
※手話通訳をご希望の方は２月13日（金）までに

お申し込みお願いします。
メール：m-skyo01@ma.mctv.ne.jp
担当：西中・山田

「ひきこもり」をまなぶ講演会

参加費
無料

明和町地域包括支援センターのご案内
　地域包括支援センターでは、高齢者のみなさまが、いつ
までも住みなれた地域で生活していただけるように、介護
に関する悩みや心配ごとのほか、健康や福祉、認知症や医
療に関するさまざまな相談や支援をいたします。 お気軽
にご相談ください。

電　話　52－7127
場　所　明和町馬之上944-5（保健福祉センター内）

（有料広告）

小さなものからまるごと一軒まで
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未就園児と保護者の皆さんご利用ください
【子育て支援センター   行事予定】
　子育て支援センターは、未就園の子どもとその保護者の
皆さんにご参加いただき、各種行事などを通じて一緒にお
話したり、楽しく遊んだり、また子育てなどの情報交換が
できる場です。皆さん、どうぞお気軽にご参加ください。
※状況により、予定を変更することがありますので、ご了承ください。
※詳細および申し込みは、直接または各連絡先までお願いします。

いちごくらぶ 月～金（午前９時～午後２時）

【明和ゆたか園２階】
☎080－4155－0291

【いつきのみやこども園隣接】
☎080－3484－2681

斎宮 Baby room 月～金（午前９時～午後２時）

いつきのみや
こども園

ホームページ

こあら 月～金（午前９時～正午、午後１時～３時）

【みょうじょうこども園内】
☎53－0550

児童センター
上村1419　☎52－2519

月～土（午前９時～午後４時30分）

明和町ホームページ
（子育て支援センター）

明和ゆたか園
ホームページ

いちごくらぶ LINE

おひさまひろば

【保健福祉センター２階】
☎52－7123（役場こども課）
◎おひさまひろば開館日はこちらの
　二次元コードから

不定期（午前９時～正午、午後１時～３時）

育児相談・離乳食教室
育児相談（乳幼児で月齢は問いません）
■日　程 ２月５日（木）・３月５日（木）
■受付時間 午前９時30分〜 11時
　　　　　　午後１時30分〜２時30分
■場　所 明和町保健福祉センター１階
■内　容 身体計測、育児・栄養相談
■持ち物 母子健康手帳　　■申し込み　不要

離乳食教室（要予約）
■日　時 ２月20日（金）午前10時〜 11時30分
■対象者 離乳食について知りたい方（赤ちゃん同伴可）
■場　所 明和町保健福祉センター２階
■内　容 離乳食についての話
■持ち物 母子健康手帳　筆記用具
■申し込み ２月13日（金）まで
　　　　　　※先着10人
■問い合わせ こども課
　　　　　　　（☎52－7123）

こちらの二次元コード
からお申し込み

できます。

　公正証書による遺言、任意後見契約など、お気軽に
ご相談ください。（秘密厳守。予約必要）。
　なお、松阪公証人合同役場では、平日も無料で相談
を受けています。

日　　時　２月28日（土）
　　　　　午前９時から午後５時まで
場　　所 松阪公証人合同役場
　　　　　（松阪市南町178番地５）
申込方法　事前に電話で予約をお願いします。
申込み先　松阪公証人合同役場
　　　　　☎0598－23－7883　

休日（土曜日）の公証相談

（有料広告）

（有料広告）
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内　容 ・ごみの歴史　　　
　　　　・循環型社会とは
　　　　・生活ごみの流れ
　　　　・中部リサイクル株式会社の取り組み
　私たちが生活していく上で排出されるごみを焼却して
できる焼却灰。その焼却灰を建築資材などに再資源化し
ている中部リサイクル㈱。今回の環境学習会は、中部リ
サイクル㈱の担当者をお迎えして上記の内容についてお
話をしていただきます。この機会に再資源化・地球にや
さしい環境づくりを考えてみませんか。
と　き　３月７日（土）　午後１時30分〜３時
ところ　伊勢リサイクルプラザ（伊勢市西豊浜町653） 
講　師　中部リサイクル㈱　担当者
定　員　30人程度（先着順）申込み不要
問い合わせ　伊勢リサイクルプラザ　☎38－2800

■と　き：４月〜 10月　第２・第４水曜日（14回）
　　　　　　　　　  　　午前10時〜午後３時
■ところ：伊勢リサイクルプラザ　　
　　　　　〒515-0505　伊勢市西豊浜町653
■内　容：着物を洋服にリメイク
■定　員：10人（応募者多数の場合は抽選）
■抽選日：３月10日（火）午前10時から（公開抽選）
■対　象：伊勢市・明和町・玉城町・度会町に在住または

通勤の方
■参加費：2,800円（全14回分）
■持ち物：裁縫道具、ポータブルミシン
■申込方法：往復はがきの往信用裏面に、着物リフォーム

教室希望とし、郵便番号・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号を明記し、伊勢リサイクルプ
ラザまで。（電話での受付はいたしません。
お一人様１通に限ります。）

第45回環境学習会参加者募集
「目指せ！ゼロエミッション」

着物リフォーム教室参加者募集

〇パンパカパ～ン。またまたやります！
　ラッキー先生の春休みワクワク親子deパンつくり～　

♪(^^)♪
　見た目、岩のようにゴツゴツした
チョコパン 「チョコロック」を親子で
楽しく作っていただきます。世界に１
つだけのパンを作りましょう！
　マジおいしい〜すごくおいし〜♪
　春休みの思い出に僕も私も、親子でチャレンジしま
しょう♪
■日　時　３月26日（木）
　　　　　第１部　午前９時30分〜正午
　　　　　第２部　午後１時30分〜４時
■場　所　人権センター調理室
■定　員　各６組（先着順）　計12組
　小学生のお子様１人とその保護者１人のペア（２人１組）
　もちろん、保護者はおじいちゃん、おばあちゃんもOK

です。なお、参加申し込みされたお子様以外のご兄弟
ご姉妹のご同伴は、ご遠慮願います。　

■講　師　ベイク・ド・キッチン主宰　荒木義晃さん
■参加費　1,000円
■持ち物　エプロン・ふきん・三角巾・タオル３枚

※パンを持ち帰る容器は各自でご用意願います。
（焼きたてを持ち帰るため籠など通気性の良いもの。もしくは
平たいタイプのお菓子の空箱など。）

■申込期間 ２月24日（火）〜３月11日（水）
お申し込みは、当日参加される保護者の方のお名前で承

ります。
※食物アレルギー対策は行っておりません。

※受講資格は、保護者の方については町内在住または在勤の
人とし、申込期間の平日、午前９時〜午後４時30分に直
接、または電話で町人権センターへお申し込みください。
参加費はおつりのいらないよう、ご協力をお願いします。
　なお、申し込みが過半数に満たない場合や自然災害等に
より、やむを得ず中止させていただくことがあります。

※詳しくは、町人権センター（☎55－3052）へお問い合わ
せください。

楽しい手作り教室等の参加者を募集　【皆さん　お気軽にご参加を】
ひと・まち・ふれあい企画

町人権センター

〒515－0505

何も記入しないで
ください。

往信

85

伊勢市西豊浜町653

伊勢広域環境組合
リサイクルプラザ  宛

－

返信

85

　住　所
　　氏　　名  様

①郵便番号

②住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

往復はがきの書き方

着物リフォーム教室
希望

往信用　表 返信用　裏 返信用　表 往信用　裏往
復
は
が
き
の
書
き
方

就職氷河期世代を中心としたおおむね３５歳から５９歳の方の
就職をサポート「合同企業説明会＆相談会」

■と　き
　① 津  会  場　２月14日（土）午後１時半〜４時半
　② 松阪会場　３月 １ 日（日）午後１時〜４時
■ところ　①アスト津３階　おしごと広場みえ（津市）
　　　　　②産業振興センター３階（松阪市）
■対　象　おおむね35歳〜 59歳の求職者等
■定　員　各30人程度
■参加企業　企業10社程度（会場ごとに異なる企業が参加）
■申込期間　当日まで申込可
■申込方法　二次元コード、電話、ホームページから
■その他　服装自由、履歴書不要、当日参加ＯＫ、キャ

リアカウンセリングブースあり。参加無料。
合同企業説明会への参加は、雇用保険の失業
認定に必要な「就職活動実績」となります。　

■申し込み・問い合わせ
　マイチャレ三重（おしごと広場みえ内）　
　☎059－222－3309　 
〇詳しくはホームページ（合同企業説明会＆
　相談会）をご覧ください。

https://oshigoto-mie.jp/hiroba/news/?no=1217

■〆切日：３月２日（月）消印有効
※初めての方を優先します。
※記入漏れがある場合は、受け付けできない場合があります。
※都合により中止になる場合があります。
※いせトピア「いせまなびのパスポート」スタンプ対象講座
※もったいないフェアで着物リフォームファッションショーに参

加していただきます。
■問い合わせ　伊勢リサイクルプラザ　☎38－2800

三重県最低賃金は、令和７年11月21日から時間額
１，０８７円になりました。
　なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、
特定（産業別）最低賃金が適用されます。
　また、中小企業への賃金引上げ支援策としての各種助成
金制度がありますので、ぜひご活用ください。

三重労働局賃金室（☎ 津 059－226－2108）

最低賃金が改定に

広報めいわ 令和８年（2026年） ２月号お 知 ら せ
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小林農産ふるさと会館からお知らせ
○おはなし会
◆おはなし小槌（対象：幼児から大人まで）
■日時：２月22日（日）午後２時〜
■場所：１階児童室
■内容：絵　本「ふたごのたこたこウィンナー」
　　　　　　 　「まほうのコップ」
　　　　紙芝居「てぶくろ」
◆会館スタッフ（対象：乳幼児向け）
■日時：２月26日（木）午前11時〜
■場所：１階児童室

○ワークショップ
◆古布を再利用しよう「布でミニリース作り」

※リサイクルプラザ
■日時：２月21日（土）午前10時〜 11時30分
■場所：２階多目的室
■対象：小学生以下（未就学の子どもは保護者同伴）
■定員：先着　親子10組（子ども　10人・保護者
　　　　10人）
■参加費：無料
■申込：２月３日（火）正午〜小林農産ふるさと会

館へ直接または電話でお申込みください。

○特別展
◆「写真展」　※写真クラブ　めいわ
■期間：１月31日（土）〜２月23日（月）
■場所：２階特別展示室

○２月の休館日
　2日（月）、9日（月）、16日（月）、24日（火）、月末
館内整理日　27日（金）

◆状況などにより、図書館サービスや行事などを変更
させていただくことがあります。ご了承ください。

問い合わせ　小林農産ふるさと会館  ☎ 52－7131
　ホームページ　 https://www.hall-meiwa.jp/

１月の人口
  総人口：22,512 人
  　　男：10,827 人
  　　女：11,685 人
  世帯数：9,756 世帯

12 月中の主な増減
出　生：   13 人
死　亡：   30 人
転入等：   40 人
転出等：   51 人

人のうごき

■ 最大震度別地震回数（令和７年12月1日～ 31日）

震　度 １ ２ ３ ４ 5弱 5強 6弱 6強 ７ 合計
全　国 130 55 20 9 0 0 0 1 0 215

明和町※ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※役場に設置の計測震度計による。

日　時：２月13日（金）午後１時30分〜 3時
場　所：いつきのみや歴史体験館
定　員：８人　　参加費：1,000円
持ち物：エプロン・三角巾・マスク・手拭きタオル
　　　　など
問い合わせ：一社）明和観光商社
　　　　　　☎67－6850　担当：澤村

日　　時：２月14日（土）
行  き  先：国束山〜的山　縦走
募集人数：10人（応募多数の時は抽選）
参  加  費：1,200円（保険代込）
　　　　　交通費・高速代　別途必要
集合場所：斎宮歴史博物館（あざふるさと側駐車場）
　　　　　現地集合可能
申込期間：２月５日（木）まで
参加要件：登山靴（トレッキングシューズ）
　　　　　雨具＝カッパ（上下セパレートの物）
問い合わせ：一社）明和観光商社
　　　　　　☎67－6850　担当：澤村

　真っ赤に色づいて、可愛さアピールのイチゴちゃんと
フルーツの仲間がおりなす「天使のおさそい」フルーツ
大福を作ります。

しあわせ　おやつ♪
～自分にあげたい 和菓子のバレンタイン～

山登り参加者募集中
～体力向上・リフレッシュ・つながりの輪～

　山登りは、この寒い季節が本番となります。
　なかなか、出かけるのに勇気が必要となるこの時期
に、自分に少しの負荷をかけながら、仲間と一緒にお出
かけしてみませんか？

■ 町内の治安情勢（概数）
11 月 合計（１〜11月）

本年 前年同期比 本年 前年同期比
空き巣ねらい 0 0 1 0

忍び込み 0 0 0 － 2
車上ねらい 0 0 1 － 1
部品ねらい 0 0 0 － 1

オートバイ盗 0 0 3 3
自転車盗 0 0 4 0

窃盗犯（総計） 1 － 7 54 － 19
その他（※） 2 － 1 40 7

（※）「その他」は、その他の刑法犯（凶悪犯、知能犯、粗暴犯  
　　など）
※上記のうち、特殊詐欺の件数は０件

■ 町内の交通事故発生状況（概数）
11月 合計（１〜11月）

本年 前年同期比 本年 前年同期比
人身事故件数 3 － 1 30 － 3

負傷者数 3 － 3 34 － 3
死者数 1 1 3 2

■ 明和消防署の 11 月の出動件数
火災 １件 救急 140 件 救助 ０件

広報めいわ 令和８年（2026年） ２月号お 知 ら せ
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役場等電話番号一覧

総　務　課 ☎ 52－7111
防災安全課 ☎ 52－7110

税　務　課
（課税）☎ 52－7113
（収納）☎ 52－7143

議会事務局 ☎ 52－7122
まちづくり戦略課 ☎ 52－7112

☎ 52－7121
☎ 52－7118
☎ 52－7149
☎ 52－7119
☎ 52－7120
☎ 52－7123
☎ 52－7115

（介護・障がい）
☎ 63－5461
☎ 52－7116

（住民登録）
☎ 52－7114
☎ 52－7117
☎ 55－3052
☎ 52－7124

会　計　課
産業振興課

農業委員会事務局
建　設　課
上下水道課
こ ど も 課

福祉総合支援課

住民ほけん課

生活環境課
人権センター
教　育　課

小学校区編制推進室 ☎ 63－5460

中央公民館 ☎ 52－7132
保健福祉センター ☎ 52－7127

斎宮跡・文化観光課 ☎ 63－5315

役場等電話番号一覧

総　務　課 ☎ 52－7111
防災安全課 ☎ 52－7110

税　務　課
（課税）☎ 52－7113
（収納）☎ 52－7143

議会事務局 ☎ 52－7122
まちづくり戦略課 ☎ 52－7112

☎ 52－7121
☎ 52－7118
☎ 52－7149
☎ 52－7119
☎ 52－7120
☎ 52－7123
☎ 52－7115

（介護・障がい）
☎ 63－5461
☎ 52－7116

（住民登録）
☎ 52－7114
☎ 52－7117
☎ 55－3052
☎ 52－7124

会　計　課
産業振興課

農業委員会事務局
建　設　課
上下水道課
こ ど も 課

福祉総合支援課

住民ほけん課

生活環境課
人権センター
教　育　課

小学校区編制推進室 ☎ 63－5460

中央公民館 ☎ 52－7132
保健福祉センター ☎ 52－7127

斎宮跡・文化観光課 ☎ 63－5315
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明和町行政チャンネル番組表
〈１月29日木〜３月５日木〉

明和町行政チャンネルは「松阪ケーブルテレビ」網で放送しています。
放送内容は、原則として毎週木曜日の正午（午後０時）に更新します。
また、放送内容・時間等を予告なく変更する場合がありますので、
ご了承ください。
詳しくは、総務課（☎52－7111）へお問い合わせください。

期　間 明和町情報番組め～ナビ  内容
  1月29日木～
  2月   5日木

●ニュース：いつきのみや凧揚げ大会
●トピックス：祝！二十歳～あの頃の思い出～

  2月   5日木～
  2月12日木

●ニュース：斎宮プロギング交流会
●トピックス：明和中学校クラブ紹介

  2月12日木～
  2月19日木

●ニュース：明和北小学校等  竣工式
●トピックス：明和北小学校等  プロモーション動画

  2月19日木～
  2月26日木

●ニュース：美し国三重市町対抗駅伝
●トピックス：祝！二十歳 ～あの頃の思い出～

  2月26日木～
  3月   5日木

●ニュース：文化財講演会「髙塚古墳群1号墳について」
●トピックス：明和のみんわ

【放送時間】午前０時から午後12時（翌日午前０時）まで　
【番　　組】明和町情報番組 め～ナビ　
　　　　　　毎時０分～ ニュース　　15分頃～ トピックス　
　　　　　　※繰り返し放送　（放送休止 2:00 ～ 3:00）

（有料広告）

（有料広告）

LINE Instagram

（有料広告）




